
第９期地域自治区地域協議会委員に委嘱状が交付されました。

（任期：令和４年４月１日～令和６年３月３１日）

【協議事項】

報告第１号 地域のお宝発掘・発展・発信事業の令和３年度事業実績・収支決算及び令和４年度事

業計画・収支予算について

事務局から、説明がありました。

報告第２号 令和４年度東大宮地域まちづくり推進委員会事業計画・収支予算の変更について

まちづくり推進委員会から説明があり、次の３点について質問がありました。

①防災釜戸の設置予定、基数等について

②短歌のまちづくりを進める事業の賞品について

③健康ふくしまつり共催事業の送迎用タクシーについて

議案第１号 令和３年度東大宮地域まちづくり推進委員会事業報告（案）・収支決算（案）について

まちづくり推進委員会から説明があり、議案について全員一致で承認されました。

その際、次の２点について質問・要望がありました。

①防災釜戸の製作については”完成品を購入”することも視野に防災事業の充実を図ってい

ただきたい。

②新別府川彼岸花植栽事業の花見演奏会については、復活に向けて再検討をお願いしたい。

また、地域協議会としてまちづくり推進員会への意見は次の通りです。

①「東大宮地区の循環バス」など、高齢者の移動手段を確保するような新たな事業を検討し

てもらいたい。

②コロナ禍でのリモートやオンラインを活用した事業をこれからも推進していただきたい。

③東大宮地域魅力発信プランに沿ったバランスの良いまちづくり事業を再構築してもらいた

い。

【その他】

① 地域魅力発信プランの実現率に係る

評価結果について

② 東大宮地域自治区地域協議会委員

推薦委員会からの意見

③ 情報交換
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令和４年度第１回東大宮地域自治区地域協議会が開催されました。
日時：令和４年５月１３日（金）午後７時～ 会場：東大宮地区コミュニティセンター研修室

地域協議会の案内

次回、令和４年度第２回地域自治区地域協議会

の開催予定

日時：令和４年７月１３日（金）午後７時～

場所：東大宮地区コミュニティセンター研修室

地域協議会は、どなたでも傍聴することができますの

で事前にお知らせください。

地域協議会委員は、各団体から推薦された１６名と公募により選任された４名の計２０

名で構成され、その役割は、行政の附属機関として市からの諮問に対応するとともに、地

域課題の解決に向け地域住民や各種団体等の意見を調整し地域のまちづくりの政策決定を

行ったり、市に対して施策の提言等を行ったりします。



第９期東大宮地域自治区地域協議会委員 （敬称略）

・転居をされたみなさまへ

（新築住宅を建築された方や中古住宅を購入された方を含む。）

・自治会にまだ加入されていない方へ

～これから暮らす地域の「自治会」に加入しましょう！～

自治会加入については、自治会又は宮崎市東大宮地域事務所ご相談ください。（電話、ＦＡ

Ｘ、メールでも結構です。）また、新興住宅地や分譲マンションなど新たに自治会組織を立ち

上げようとされている方も同様にご相談ください。（ＴＥＬ：26-1111）

№ 氏 名 選 出 団 体 № 氏 名 選 出 団 体

1 谷 正行 大宮地区自治会連合会 11 日髙 典子 東大宮地区青少年育成協議会

2 黒木 信男 大宮地区自治会連合会 12 岡留 辰郎 東大宮地区体育会

3 蝦原 祐次 大宮地区自治会連合会 13 木下 博 東大宮地区生涯学習推進協議会

4 日高 茂雄 大宮地区自治公民館連絡協議会 14 齋藤 卓司 宮崎市消防団大宮分団

5 金丸 恵子 東大宮地区民生委員児童委員協議会 15 長嶺 貴臣 大宮地区振興会

6 羽鳥 正純 さんさんクラブ東大宮 16 銀鏡 陽子 幼稚園・保育園（のぞみ保育園）

7 後藤 正昭 東大宮地区社会福祉協議会 17 山口 伸子 公募

8 猪野 幸子
東大宮地区三校連絡協議会
（東大宮中学校） 18 飯干 誠也 公募

9 川﨑 伶成
東大宮地区三校連絡協議会
（東大宮小学校） 19 長野 仁美 公募

10 島田 幸子
東大宮地区三校連絡協議会
（宮崎東小学校） 20 吉田 暁生 公募

今回の協議会で

会長に後藤正昭委員、副会長に山口伸子

委員が選任され、運営委員に会長、副会

長並びに谷正行委員、日髙典子委員の４

名が選任されました。

会長、副会長を中心にこれからの２年

間、地域の課題解決、まちづくりプラン

の実現に向けご尽力いただきますよう

よろしくお願いします。

自治会は、地域の皆さんと協力しあい、生活に不可欠で身近な活動や住民の皆さんの

親睦の場を提供しています。

自治会は次のような活動を行っています。

● 地域の自治公民館などで会合や懇親会を行い、また地区運動会やお祭りなどの親睦

を行っています。

● 児童の登下校の安全確保のため交通安全活動を行っています。

● 高齢者の方の敬老会や独居老人の方の見守り活動を行っています。

● 暗闇での犯罪防止や安全歩行のため、夜間に道路を照らす防犯灯を設置しています。

● ごみの分別指導やカラス被害防止対策（ごみネット）、取り残しごみの後処理など地

域の環境整備に取り組んでいます。

これらは自治会活動の一部ですが、自治会組織がなければ地域の共同生活は成り立たな

いと言っても過言ではありません。

自治会活動に参加することで、ご近所さんとの”きずな”が育まれ、安全で安心なそし

て豊かな生活を送ることができます。

ひとり一人が地域のために、地域がひとりのために「お互いが助け合い思いやりのある

東大宮地域」を目指しましょう。


